
詳しいことをお聞きになりたい際は、 

お気軽にアスモア税理士法人にご相談ください。 

ＴＥＬ：０９２－７２６－２３５０ 

                                    2025.12.15発行

  

  

 

 

 

   

 

 

 令和 7 年度税制改正によって新たに防衛特別法人税が創設されました。防衛力強化に係る財源確

保の必要性から決定されたものです。 

防衛特別法人税は法人税の 4％相当額とされていますが、年 500 万円の基礎控除がありますので、

基準法人税額が 500 万円に満たない場合には税額は生じないことになります。 

 

 
 

主な内容をまとめると、下記のとおりです。 

 
 詳細は、国税庁のリーフレット『防衛特別法人税が創設されました』をご参照ください。 

 
                                出典：税務通信 3872 号 10 月 20 日 

かわら版をご覧の皆様こんにちは。 師走となり、慌ただしい日々をお過ごしのことと存じます。 

インフルエンザが流行しておりますので体調にお気を付けていただき、よい年末年始をお迎えください。 

今回のかわら版では、防衛特別法人税の創設についてまとめました。 


